
 
○水防法の目的等の規定において「津波」を明確化する。 
○水防計画について、津波の発生時の水防活動等危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保 
     が図られるように配慮されたものでなければならないこととする。 
○国土交通大臣は、著しく激甚な水災が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、 
    洪水、津波又は高潮により浸入した水の排除等の特定緊急水防活動を行うことができることとする。 
○その他所要の規定の整備。 

 
 

 ●津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 
                                               

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、関係法律の整備等を行う。 

概要 

 
 
○津波防災地域づくりに関する法律において津波防護施設を位置づけることに伴い、関係規定を整備  
   する。 
○津波防災地域づくりに関する法律において津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に係る   
     規定を設けることに伴い、関係規定を整備する。 
○その他所要の規定の整備。 
 
 
 
 

法の施行に伴う津波災害対策等の強化のためのその他の措置 

関係法律の規定の整備 

水防法、建築基準法、土地収用法、都市計画法等の改正 

水防法等の改正 


